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１年の流れは早いもので、あっという間に春が過ぎ、色とりどりのアジサイが綺麗に

花を咲かせる季節となりました。雨が降り続くとじめじめして憂うつになることもあり

ますが、雨音は人の心を落ち着かせてくれる効果もあるそうです。雨音を聴きながら読

書をするなど、ホッとできる時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。 

 
令和６年度 第２回 分かりやすいじんけんの話 

人権テーマ：インターネットにおける人権 

講師 
 

鳥取県警察本部生活安全部サイバー犯罪対策課 

サイバー犯罪対策係 係長 寺﨑 豪さん 
友人に連絡する、ネット注文、電子申請等、スマホ

やパソコンは、今や私たちの生活にはなくてはならな

いものとなってきています。 

 多くの方が使うスマホや各種サービスは、便利な面

がある一方、悪いことを考える者の標的にもなるた

め、自転車を盗まれないために鍵を掛けるように、ス

マホやパソコンでも防犯の対策は必要となります。 

 身近にあるスマホやパソコンに関する犯罪の手口

を知ってもらい、その対策について紹介します。 

日にち 

６月２１日（金） 
19:00～20:30(18：30受付) 

場 所 

ほくほくプラザ 

申込不要 

託児あり 

とっとり県民カレッジ連携講座 

ほくほく公共ポイント対象事業です。 

ほくほくプラザの図書室には絵本や図鑑、 

小説、子育てに関する本など約２６００冊あり、２階

資料室には人権に関する本が約３５０冊あります。 

１人２冊まで、１週間借りることができます。借りる

時、返す時には職員に声をかけてくださいね。読書の

他にも、勉強や趣味などでもご利用いただけます♪ 

図書室をご利用ください 

ほくほくプラザでは、貸館をおこなっていま

す。親子会、子育てサークル、ママ会、卓球練

習、趣味活動などで利用されています。短時

間から継続的な利用ができます。ご希望の方

は事前申込みが必要ですので職員にお声か

けください。 

 

部屋をお貸しします 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 土  

2 日  

3 月 午前休館 

4 火  

5 水  

 6 木  

 7 金  

8 土  

9 日

「 

絵本の読み聞かせ会 

10 月 午前休館 

11 火  

12 水  

13 木  

14 金  

15 土 ○児 「折り染めでうちわを作ろう！」 

16 日  

17 月 午前休館 

18 火  

19 水  

20 木  

21 金 
おしゃべりサロン 

第２回分かりやすいじんけんの話 

22 土  

23 日 ○児 「スイカの選果場に行こう！」 

24 月 午前休館 

25 火  

26 水  

27 木  

28 金              

29 土  

30 日  
 

※行事の申し込みが終了している場合もあります。 

詳しくは、ほくほくプラザ（３７－４６７６）まで 

 

【お願い】ご不要になった子ども服やおもちゃ、ベビー用品があればお譲りください。 

 
ほくほく
ポイント
対象事業 夏花の寄せ植えと 

おしゃべりサロン 
6 月21 日(金)9：00～11：00 

夏の暑さに強い花の寄せ植えをします！ 

参加費…３００円 

定 員…１０名程度(申込制) 

 

●子育て応援 

ポイントシール 

●ほくほくポイント 

どちらか選べます 

ある日突然、犯罪被害者になる可能性がある 

令和４年に発生した犯罪認知件数の数は、６０万件を超えています。暴行・傷害・殺人・窃盗・強盗・詐

欺・DV・ストーカー・性的被害・交通被害などの犯罪被害に遭う人は、特別な人ではなく、社会で普通に

暮らしている人たちです。その平穏な暮らしの中で、犯罪は突然起きるのです。 

犯罪被害者やその遺族・家族には、事件による直接的な心身の被害以外にも、医療費の負担や失職・

転職などによる経済的困窮、捜査や裁判の過程における精神的・時間的負担、周囲の人々によるうわさ

話やマスコミの取材・報道による精神的被害などの様々な被害が降りかかることが少なくありません。 

犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、または軽減し、再びそれぞれの平穏な暮らしを取り戻せ

るように配慮していくことは、誰もが犯罪被害者等になり得る中で、社会全体として取り組むべき課題で

す。そのためには、周囲の人たちが、被害者が置かれた状況をよく理解し、被害者に配慮した対応を心

がけることが大切です。  

鳥取県では、令和６年４月に犯罪被害に遭われた方や、その家族の方々をサポートするため、ワンスト

ップの総合相談窓口（鳥取県犯罪被害者総合サポートセンター）を開設し、市町村・関係機関との連携

強化、専門人材を含めた支援計画の作成、被害者に寄り添った支援の充実を目的に支援体制が構築さ

れたところです。 

犯罪被害は、他人事ではありません。何時、誰の上にでも起こりうることだと理解して、この問題を考

えていくことが大切です。 

 


